
�愛媛県告示第２７０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、松山市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は松山市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２７１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、松山市長から次のとおり町の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２７３号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

北宇和郡津島町大字増穂丁５９８の１９５、丁１０７５の１６２

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２７４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

�愛媛県告示第２７２号
貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）第３７条第１項第１号の規定に基づき、次のとおり貸金業者の登録を取

り消した。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

松山市大可賀三丁目５２５の４の地先 ５，２０８．４４

告 示

町の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大可賀三
丁目

松山市大可賀三丁目５２５の４の地先公有
水面埋立地 ５，２０８．４４

商号又は名称 氏 名 主たる事務所の所在地 登 録 番 号 登 録 年 月 日 取 消 年 月 日

本田 信人 松山市吉藤２丁目１８番１４号 愛媛県知事（１）第０２０９６号 平成１５年４月２４日 平成１６年２月３日

ユア・ライフ 渡邊 敏幸 西条市朔日市７６２番地３ 愛媛県知事（１）第０２０６０号 平成１４年９月１１日 平成１６年２月３日

毎週（火・金）曜日発行 第１５３２号 平成１６年２月１３日
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第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき

網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように

定める。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１６年２月１３日から２月２６日まで

�������
�愛媛県告示第２７５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により次のように埋立てを免許した。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

伊予三島市

伊予三島市宮川４丁目６番５５号

代表者 市長 篠永善雄

伊予三島市中之庄町２１７番地２

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

� 全体

伊予三島市寒川町字岩崎４７８１番から同市具定町字

倉之内７０８番３までの地先公有水面

� １工区

伊予三島市寒川町字岩崎４７８１番から同市寒川町字

神ノ木２２９番１までの地先公有水面

� ２工区

伊予三島市寒川町字岩崎４７８１番から同市具定町字

倉之内７０８番３までの地先公有水面

イ 区域

� 全体

次の各点を順次直線で結んだ線並びに１点と６点

を結ぶ平成１４年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋４．３３メ

ートル）における公有水面と陸地との境界線により

囲まれた区域

基点（国土地理院「浜之前（偏心点）」四等三角

点、伊予三島市中之庄町１６７１番１）は、北緯３３度５８

分４４．１２２５秒、東経１３３度３１分２８．３７６８秒の地点

１点は、基点から真北２１８度５２分１３秒９０５．２１メー

トルの地点

２点は、１点から真北３２７度２７分０５秒３７９．３９メー

トルの地点

３点は、２点から真北５７度２７分０５秒５００．００メート

ルの地点

４点は、３点から真北１４７度２７分０５秒２１９．５０メー

トルの地点

５点は、４点から真北５７度２７分０５秒１．６６メートル

の地点

６点は、５点から真北１４７度２７分０５秒１３４．９８メー

トルの地点

� １工区

次の各点を順次直線で結んだ線並びに１点と９点

を結ぶ平成１４年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋４．３３メ

ートル）における公有水面と陸地との境界線により

囲まれた区域

基点（国土地理院「浜之前（偏心点）」四等三角

点、伊予三島市中之庄町１６７１番１）は、北緯３３度５８

分４４．１２２５秒、東経１３３度３１分２８．３７６８秒の地点

１点は、基点から真北２１８度５２分１３秒９０５．２１メー

トルの地点

７点は、１点から真北３２７度２７分０５秒１５９．８９メー

トルの地点

８点は、７点から真北５７度２７分０５秒４００．００メート

ルの地点

９点は、８点から真北１４７度２７分０５秒１５４．３０メー

トルの地点

� ２工区

次の各点を順次直線で結んだ線並びに９点と６点

を結ぶ平成１４年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋４．３３メ

ートル）における公有水面と陸地との境界線により

囲まれた区域

基点（国土地理院「浜之前（偏心点）」四等三角

点、伊予三島市中之庄町１６７１番１）は、北緯３３度５８

分４４．１２２５秒、東経１３３度３１分２８．３７６８秒の地点

９点は、基点から真北２０５度４５分１５秒５３８．３２メー

トルの地点

８点は、９点から真北３２７度２７分０５秒１５４．３０メー

トルの地点

７点は、８点から真北２３７度２７分０５秒４００．００メー

トルの地点

２点は、７点から真北３２７度２７分０５秒２１９．５０メー

トルの地点

３点は、２点から真北５７度２７分０５秒５００．００メート

ルの地点

４点は、３点から真北１４７度２７分０５秒２１９．５０メー

トルの地点

５点は、４点から真北５７度２７分０５秒１．６６メートル

の地点

６点は、５点から真北１４７度２７分０５秒１３４．９８メー

トルの地点

ウ 面積

全体 １９４，４２７．９５平方メートル

１工区 ６９，９５２．２９平方メートル

２工区 １２４，４７５．６６平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

� 全体

伊予三島市寒川町字岩崎４７８２番から同市具定町字

倉之内６２３番２までの地先公有水面及び陸域

� １工区

伊予三島市寒川町字岩崎４７８２番から同市寒川町字

神ノ木２２９番１までの地先公有水面及び陸域

� ２工区

愛 媛 県 報平成１６年２月１３日 第１５３２号
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伊予三島市寒川町字岩崎４７８２番から同市具定町字

倉之内６２３番２までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

� 全体

次の各点を順次直線で結んだ線並びにＡ点とＧ点

を結んだ線により囲まれた区域

基点（国土地理院「浜之前（偏心点）」四等三角

点、伊予三島市中之庄町１６７１番１）は、北緯３３度５８

分４４．１２２５秒、東経１３３度３１分２８．３７６８秒の地点

Ａ点は、基点から真北２２３度１６分２５秒１，０３９．６９メ

ートルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北３２７度２７分０５秒４９４．６０メー

トルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北５７度２７分０５秒８００．００メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１４７度２７分０５秒４７８．６２メー

トルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北２２６度２１分５５秒２５４．７５メー

トルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２２８度２４分３７秒１５５．４８メー

トルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２３３度５６分０１秒１３０．０４メー

トルの地点

� １工区

次の各点を順次直線で結んだ線並びにＡ点とＧ点

を結んだ線により囲まれた区域

基点（国土地理院「浜之前（偏心点）」四等三角

点、伊予三島市中之庄町１６７１番１）は、北緯３３度５８

分４４．１２２５秒、東経１３３度３１分２８．３７６８秒の地点

Ａ点は、基点から真北２２３度１６分２５秒１，０３９．６９メ

ートルの地点

Ｈ点は、Ａ点から真北３２７度２７分０５秒１２６．１０メー

トルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北５７度２７分０５秒５５０．００メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｉ点から真北１４７度２７分０５秒１５９．１１メー

トルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２２８度２４分３７秒１５５．４８メー

トルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２３３度５６分０１秒１３０．０４メー

トルの地点

� ２工区

次の各点を順次直線で結んだ線並びにＥ点とＤ点

を結んだ線により囲まれた区域

基点（国土地理院「浜之前（偏心点）」四等三角

点、伊予三島市中之庄町１６７１番１）は、北緯３３度５８

分４４．１２２５秒、東経１３３度３１分２８．３７６８秒の地点

Ｅ点は、基点から真北２０５度１９分１５秒５４０．８６メー

トルの地点

Ｉ点は、Ｅ点から真北３２７度２７分０５秒１５９．１１メー

トルの地点

Ｈ点は、Ｉ点から真北２３７度２７分０５秒５５０．００メー

トルの地点

Ｂ点は、Ｈ点から真北３２７度２７分０５秒３６８．５０メー

トルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北５７度２７分０５秒８００．００メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１４７度２７分０５秒４７８．６２メー

トルの地点

ウ 面積

全体 ４２１，４４８．０１平方メートル

１工区 ９２，９９５．２３平方メートル

２工区 ３２８，４５２．７８平方メートル

３ 埋立地の用途

４ 埋立免許年月日

平成１６年２月４日

�������
�愛媛県告示第２７６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、川之江市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

川之江市

川之江市金生町下分８６５番地

代表者 市長 石津 隆敏

川之江市川之江町２４０３番地６

２ 埋立区域

� 位置

川之江市川之江町４１２５番、４１１６番、４１８１番１、４１８１番

４及び４１８２番の地先公有水面

� 区域

次のＦ点、Ｃ点及びＧ点を順次直線で結んだ線並びに

Ｇ点とＦ点とを結ぶ昭和６３年秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋

１．７７メートル）における陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

基点（三島・川之江港東防波堤白灯台）は、北緯３４度

用 途 配 置 規 模

パルプ・紙・紙加
工品製造業用地 埋立地の北側に位置 約１０６，９５０�

製造業用地 埋立地の南側に位置 約 ４０，７１０�

建設業用地
埋立地の西側にあって、パル
プ・紙・紙加工品製造業用地
と製造業用地との間に位置

約 １９，３００�

廃棄物処理業用地
パルプ・紙・紙加工品製造業
用地、緑地、製造業用地及び
建設業用地の間に位置

約 ８，０６０�

緑地 埋立地の東側に位置 約 １５，４００�

護岸用地 埋立地の外周に位置 約 ４，０１０�

愛 媛 県 報平成１６年２月１３日 第１５３２号
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０１分１１．２秒、東経１３３度３４分３３．６秒の地点

Ｆ点は、基点から真北２８度４３分００秒７４３．９９６メートル

の地点

Ｃ点は、Ｆ点から真北２５度５８分５３秒２８８．５００メートル

の地点

Ｇ点は、Ｃ点から真北１１５度５８分４５秒２２８．４９８メート

ルの地点

� 面積

６５，９２１．５３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２年１０月１５日 愛媛県指令河第９３４号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年２月１３日

�愛媛県告示第２７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高知伊予三島線
新居浜市別子山字瓜生野乙６３８番６から

同字乙６４０番１７まで

旧 ３．４～１２．５ ０．０７０

新 ９．０～１３．６ ０．０６８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高知伊予三島線
新居浜市別子山字瓜生野乙６３８番６から

同字乙６４０番１７まで
平成１６年２月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜土居線 新居浜市阿島字中ノ名本田甲２９７番３
旧 ３．６～４．３ ０．０２１

新 ８．０～８．６ ０．０２１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 東予玉川線
越智郡朝倉村大字朝倉上甲２９５２番５から

同大字甲２９５０番２まで

旧 ５．５～２０．０
１４．０～６２．０

０．４４０
０．１８６

新 １４．０～６２．０ ０．１８６

��������������

��������������

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１６年２月１３日 第１５３２号

１３６



�������
�愛媛県告示第２８５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
越智郡朝倉村大字朝倉上乙１１０３番１地先から

同大字乙１１００番１まで

旧 ８．０～５０．０
１１．５～３０．０

０．１３３
０．０９８

新 １１．５～３０．０ ０．０９８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久米垣生線
松山市古川南一丁目５２１番３から

同市古川南一丁目５２８番６まで
平成１６年２月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 五百木立山線
喜多郡内子町五百木１４３３番５から

同町五百木１５２４番４まで

旧 ４．６～９．８ ０．２１０

新 ８．６～３６．３ ０．２０７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 五百木立山線
喜多郡内子町五百木１４３３番５から

同町五百木１５２４番４まで
平成１６年２月１３日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５西局建（開）第２８号

平成１６年２月２日
西条市樋之口字實門６７番１

西条市野々市６６番地９
株式会社 今井不動産
代表取締役 今 井 春 吉
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１ 道路の位置

川之江市金生町下分字馬木１２１７番１及び１２１９番

２ 申請人の住所氏名

伊予三島市金子２丁目４番２３号

うま農業協同組合

代表理事組合長 石川 迪士

３ 図面省略

公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県漁業取締船用燃料の購入

� 購入物品名及び予定数量

軽油（免税・ＪＩＳ Ｋ２２０４ ２号）

約６６３，０００リットル

� 購入物品の内容等

入札説明書による。

� 納入期間

平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで

� 納入場所

今治港、松山港及び宇和島港の知事が指定する桟橋

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること

。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「石油・燃料類」について

平成１５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する

資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するも

の

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

平成１６年３月２５日（木）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１６年３月２５日（木）午後２時

愛媛県総務部管理局総務管理課会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be purchased： Light
Oil（ tax exempted，JIS K２２０４No．２）approximately６６３，０００�

� Time limit of tender：２：００p．m．，２５ March２００４
� For further information，please contact： Supplies Procurement
Section，General Administration Division，General Affairs
Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，
Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９１２―２１５６
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

せん孔業務の委託

� 委託業務名及び数量

ア 愛媛県庁の庁舎内で行う電子計算機への入力のため

のせん孔業務及びこれに付随する業務 一式

愛 媛 県 報平成１６年２月１３日 第１５３２号
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イ 愛媛県庁の庁舎外で行う電子計算機への入力のため

のせん孔業務及びこれに付随する業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで

� 委託業務に係る成果品の納入場所

愛媛県庁

� 入札方法

�に掲げる業務ごとにそれぞれ入札に付する。
なお、入札金額は、処理する英数字又は片仮名文字１

字当たりの単価を記載し、当該単価には、消費税及び地

方消費税に相当する額を含まないものとする。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１５

年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を

有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のせん孔業務の実績を有し、委託業

務について、適切かつ迅速に納入し得る体制が整備され

ていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部管理局統計課管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９４１―２１１１ 内線 ３３５６

� 入札書の受領期限

平成１６年３月２９日（月）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１６年３月２９日（月）午後２時

愛媛県企画情報部管理局統計課システム設計室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、委託業務を履行できることを証明する書類を添

付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であっ

て、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：
a）Punch service of computer data and other related
services performed within Ehime Prefectural Government，
１ set
b）Punch service of computer data and other related
services performed at private companies for the Ehime
Prefectural Government，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２９ March ２００４
� For further information，please contact：
Management Section，Statistics Division，Administrative
Subdepartment，Planning and Information Department，
Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，
Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９４１―２１１１ Ext３３５６
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歯科技工士試験の実施について

歯科技工法の一部を改正する法律（昭和５７年法律第１号）

附則第２条の規定により、平成１６年歯科技工士試験を次のと

おり実施する。

平成１６年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

� 学説試験

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第一別館１１階大会議室

� 実地試験

伊予郡砥部町高尾田５４３番地

愛媛県立歯科技術専門学校

２ 試験の日時

� 学説試験

平成１６年３月３日（水）午前９時

� 実地試験

平成１６年３月４日（木）午前８時３０分

３ 受験願書の提出期間

平成１６年２月１６日（月）から２３日（月）まで。ただし、

郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付

ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部管理局保健福祉課医療対策室
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任 免 辞 令

�公営企業任免辞令
１月３１日

愛媛県技術吏員 山 本 里 美

願により本職を免ずる

平成１６年２月１３日 印刷
平成１６年２月１３日 発行
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